
様式第１号 令和２～３年度　計画・条例等一覧

№ 除外
除外する理由

（重要なものに該当しない理由）
計画及び条例等の名称

　計画及び条例等の内容（特に必要と認
め市民参画を実施する場合はその理由）

重要

2 新花巻図書館整備基本計画

【目的】
　生涯学習の拠点施設として、知識の向
上や心の豊かさを求める市民ニーズに的
確に対応できる機能を備えた新しい花巻
図書館を整備する。
【内容】
　平成２９年８月に策定した「新花巻図
書館整備基本構想」に基づき策定する新
花巻図書館の整備にあたっての基本的計
画
【区分】
　新規
【建物完成までのスケジュール】
　令和3年4月　基本計画策定、以降未定

オ
施設

1 花巻市保健福祉総合計画

【目的】
地域福祉推進の主体である住民や関係団
体等と協働し、要支援者の生活上の課題
解決に向けた福祉サービスや地域の福祉
活動などの支援体制を総合的かつ計画的
に整備するとともに、地域における福祉
コミュニティづくりの方針、方向性を示
す。
【内容】
　地域福祉の推進に関する事項について
定めるもの
・地域における高齢者の福祉、障がい者
の福祉、児童の福祉その他の福祉に関
し、共通して取り組むべき事項
・地域における福祉サービスの適切な利
用の推進に関する事項
・地域における社会福祉を目的とする事
業の健全な発達に関する事項
・地域福祉計画に関する活動への住民の
参加の促進に関する事項
【区分】
　基本計画
【計画期間】
　令和４年度～令和１３年度
【関係法令】
　社会福祉法第107条により、上記の内
容を一体的に定めた計画を策定するよう
努めるものと規定されている。

ア
計画



様式第２号 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和２～３年度　市 民 参 画 計 画 書

１　参画の対象

２　選択した市民参画の方法

結果公表
の方法

及び時期

関係団体等からの意見聴取時に提示（令和３年２月）
素案としてパブリックコメントで公表（令和３年１２月）

結果公表
の方法

及び時期
市ホームページに掲載する（令和３年４月）

方　法や
時　期を
選択した

理由

社会福祉法第107条において地域福祉計画を策定する時は、住民及び社会福祉関係団
体の意見を反映させることとされている。アンケート結果を計画に反映させるため、
適切な時期を選択した。

方　法や
時　期を
選択した

理由

社会福祉法第107条において地域福祉計画を策定する時は、住民及び社会福祉関係
団体の意見を反映させることとされている。意見聴取の結果を計画に反映させるた
め、適切な時期を選択した。

周知方法
及び

周知時期

広報はなまき令和２年１０月１日号に掲載するとともに、市ホームページにより周知
を図る。
郵送により配布及び回収を行う。（令和２年１０月～１１月）

周知方法
及び

周知時期
開催日の２週間以上前に郵送により通知する。（令和３年１月）

対象者
(対象
地域)

市内在住の18歳以上の市民（2,000人程度）
対象者
(対象
地域)

社会福祉協議会（１）、民生委員児童委員協議会（１）、コミュニティ会議（８）、
包括支援センター（５）、ボランティア団体（４）、自主防災組織（４）、その他福
祉関連団体（７）　計３０団体

時　期
及び

回　数
令和２年１０月～１１月　１回

時　期
及び

回　数
令和３年２月　１５団体ずつ招集し２回

対象の内容

【目的】地域福祉推進の主体である住民や関係団体等と協働し、要支援者の生活上の課題解決に向けた福祉サービスや地域の福祉活動などの支援体制を総合的かつ計画的に整備する
とともに、地域における福祉コミュニティづくりの方針、方向性を示す。
【内容】地域福祉の推進に関する事項について定めるもの・地域における高齢者の福祉、障がい者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項・地域におけ
る福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項・地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項・地域福祉計画に関する活動への住民の参加の促進に関する事
項
【区分】基本計画【計画期間】令和４年度～令和１３年度【関係法令】社会福祉法第107条により、上記の内容を一体的に定めた計画を策定するよう努めるものと規定されている。

方法① 意向調査の実施 方法② その他適切と判断される方法

担当部署：健康福祉部地域福祉課

担当者：蔦谷　悠平　内線（５９３）

対象の名称 花巻市保健福祉総合計画 対象区分 市の基本構想、基本計画その他の基本的な事項を定める計画の策定又は変更

名　称 市民アンケート 名　称 関係団体等からの意見聴取



３　計画・条例等の全体スケジュール

Ｒ２ ・策定委員会 ・策定委員会

Ｒ３ ・策定委員会、骨子案の策定、協議 ・策定委員会、素案の作成 ・最終案作成、庁議決定

Ｒ２ ・郵送

Ｒ３

Ｒ２

Ｒ３ ・広報、ＨＰ掲載、その他周知

←結果の公表→

方
法
③

←準備→

←　実施　→ ←意見集約→ ←結果の公表→

方
法
② ←準備・通知→ ←意見聴取→ ←取りまとめ→

４月
策
定
等

方
法
①

・広報・HP ←結果集計→

←結果の公表→

１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

方　法や
時　期を
選択した

理由

多くの市民が意見を述べやすい方法として選択。
時期については、パブリックコメント後の意見集約及び市民からの意見を計画へ反映
させるために十分な検討期間を考慮し、選択した。

３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

周知方法
及び

周知時期

広報はなまき令和３年１１月１５日号に掲載するとともに、市ホームページ、ＳＮ
Ｓ、ＦＭはなまき、有線放送により、周知する。
なお、計画素案については、当課及び総合政策部総務課、各総合支所地域振興課、ま
なび学園、各振興センター、各保健センター、各市立図書館に備え付ける。

対象者
(対象
地域)

全市民

結果公表
の方法

及び時期
市ホームページに掲載する。（令和４年２月）

方法③ パブリックコメントの実施

名　称 花巻市保健福祉総合計画（素案）パブリックコメント

時　期
及び

回　数
令和３年１２月（１か月間）



市民参画・協働推進職員チーム評価内容

検討の余地があるとした項目と理由

市民参画・協働推進委員会評価内容

検討の余地があるとした項目と理由

●評価後に記入　　反映したことや反映しなかった場合の理由を記入してください。

反映しなかった内容とその理由

　

反映した内容とその理由

　

総合評価

対象の名称 花巻市保健福祉総合計画

総合評価

周知方法検討の余地あり

周知時期

適切である

方 法

時 期

対象者（対象地域）

周知方法検討の余地あり

周知時期

適切である

方 法

時 期

対象者（対象地域）



様式第２号 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和２～３年度　市 民 参 画 計 画 書

１　参画の対象

２　選択した市民参画の方法

担当部署：生涯学習部生涯学習課

担当者：菊池　功昇　　　内線（４１９）

対象の名称 新花巻図書館整備基本計画 対象区分 公共の用に供される重要な施設の建設計画の策定又は変更

周知方法
及び

周知時期
花巻図書館と連携し、開催日２週間前までに郵送により通知する。

周知方法
及び

周知時期

広報はなまき令和３年１月15日号に掲載するとともに、市ホームページ、ＳＮＳ、ＦＭはなま
き、有線放送で周知する。
　素案については、当課、総合政策部総務課、各総合支所地域振興課、まなび学園、各振興セン
ター、各保健センター、各市立図書館に備え付ける。

名　称 花巻市立図書館協議会での審議 名　称 新花巻図書館整備基本計画（素案）パブリックコメント

対象の内容

【目的】生涯学習の拠点施設として、知識の向上や心の豊かさを求める市民ニーズに的確に対応できる機能を備えた新しい花巻図書館を整備する。
【内容】平成２９年８月に策定した「新花巻図書館整備基本構想」に基づき策定する新花巻図書館の整備にあたっての基本的計画
【区分】新規
【建物完成までのスケジュール】令和３年４月　基本計画策定、以降未定

方法① 審議会その他の附属機関における委員の公募 方法② パブリックコメントの実施

対象者
(対象
地域)

　学校教育の関係者（２）、社会教育の関係者（２）、家庭教育の向上に資する活動
を行う者（4）、識見を有する者（２）、公募による者（２）　計１2人

対象者
(対象
地域)

全市民

時　期
及び

回　数
令和３年２月、令和３年４月　２回

時　期
及び
回　数

令和３年２月（１か月間）

結果公表
の方法
及び時期

各回とも、開催後１か月後を目途に市ホームページに掲載する。
結果公表
の方法
及び時期

市ホームページに掲載する。（令和３年３月）

方　法や
時　期を
選択した

理由

図書館の運営について、重要な役割を担う花巻市立図書館協議会の意見を反映させる
方法として選択。時期については、２月に開催される定例会と、４月に臨時開催とし
て設定した。

方　法や
時　期を
選択した
理由

多くの市民が意見を述べやすい方法としてパブリックコメントを選択。
実施時期は、パブリックコメント後の意見を集約し、市民からの意見を計画へ反映
させるために必要と思われる整理検討期間を考慮し設定した。



２　選択した市民参画の方法

３　計画・条例等の全体スケジュール

方法③ 意見交換会の開催

名　称 新花巻図書館整備基本計画（素案）に関する市民説明会

対象者
(対象
地域)

全市民

結果公表
の方法
及び時期

市ホームページに掲載する。（令和３年４月）

時　期
及び

回　数
令和３年２月中旬から３月中旬　４回（花巻・大迫・石鳥谷・東和で各１回）

周知方法
及び

周知時期

広報はなまき令和３年２月１日号に掲載するとともに、同時期に市ホームページ、市
公式SNSに掲載する他、FMはなまきと有線（東和地域）でも放送する。

方　法や
時　期を
選択した

理由

花巻図書館を整備計画するものであるが、中央図書館としても機能するため、各地域
からも多くの意見を頂きたいため。

３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月 ４月

方
法
②

方
法
③

９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月
策
定
等

方
法
①

計画の策定・決定

広報掲載依頼・資料準備 広報・HP等により周知 意見の整理結果の公表実施

郵送による通知実施

郵送による通知 意見の整理結果の公表実施

基本計画素案の作成 基本計画素案の修正・調整

※高校生や一般等を対象としたワークショップを実施

※各種団体等との意見交換

広報掲載依頼・資料準備 広報・HP等により周知 意見の整理結果の公表実施

各種団体等との意見交換



市民参画・協働推進職員チーム評価内容

検討の余地があるとした項目と理由

市民参画・協働推進委員会評価内容

検討の余地があるとした項目と理由

●評価後に記入　　反映したことや反映しなかった場合の理由を記入してください。

対象の名称 新花巻図書館整備基本計画

総合評価

　

反映した内容とその理由

　

総合評価

反映しなかった内容とその理由

周知方法検討の余地あり

周知時期

適切である

方 法

時 期

対象者（対象地域）

周知方法検討の余地あり

周知時期

適切である

方 法

時 期

対象者（対象地域）


